
スカラネット入力下書き用紙の作成にあたっての注意事項

 以下の内容は、特に重要な事項です。必ず保証人の方とも相談をしたうえで記入してください。

特に重要な記入事項について

貸与奨学金の貸与月額

● 貸与する月額を決定し、下書き用紙に記入してください。
● 選択可能な月額は、「貸与奨学金案内」及び「スカラネット入力下書き用紙」を確認してください。

貸与奨学金の保証制度

・連帯保証人・保証人には選任条件があります。詳細は日本学生支援機構ホームページを確認してください。
連帯保証人 原則、父母

保証人 原則、おじおば・兄弟姉妹（学生不可）・祖父母（65歳以上の場合は資産証明が必要）
・採用後、連帯保証人・保証人については、返還誓約書への署名及び印鑑登録証明書・収入証明書（連帯保証人のみ）
・資産等に関する証明書（選任条件外の人物を選任した場合のみ）の提出が必要です。
・必ず、本人の承諾を得たうえで連帯保証人・保証人を選任してください。
・採用後、連帯保証人・保証人の承諾（署名）を得られない場合は、採用取消となり、振り込まれた奨学金の一括返還が必
要となります。

連帯保証人・保証人の選任条件はこちらを確認してください。（第一種・第二種とも選任条件は同じです）

日本学生支援機構ホームページ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/hosho/jinteki_hosho.html

給付奨学金・授業料等減免（多子世帯・理工農支援を含む）受給中の第一種貸与奨学金の貸与月額について
【併給調整】

給付奨学金・授業料等減免（多子世帯・理工農支援を含む）の支援区分等に応じて、第一種貸与奨学金の貸与月
額は調整（減額）されます。
給付奨学金・授業料等減免（多子世帯・理工農支援を含む）は、毎年10月に支援区分が見直されます。支援区分見
直しにより「対象外」となり給付奨学金が停止した期間は、申請した貸与月額での貸与となります。
第一種貸与奨学金の月額は、給付奨学金が支援区分見直しにより停止した場合を想定して、金額を選択することをお勧
めします。

「貸与奨学金案内」P6～P8

「貸与奨学金案内」P23～P28

人的保証制度

● 申請後は、原則保証制度を変更することはできません。
● 「貸与奨学金案内」P23 の内容をよく確認し、「人的保証制度」もしくは「機関保証制度」を選択してください。

機関保証制度

・保証機関に対して、一定の保証料の支払いが必要です。（毎月の貸与月額から差し引かれます）
・保証料の目安は、「貸与奨学金案内」P66 を参照してください。

第一種貸与・第二貸与奨学金の申請を希望する方

分からない箇所は、書類提出時に付箋を付けて学生支援課までご相談ください。

提出期間   ：2025年9月29日（月）～2025年10月10日（金）
   【名古屋キャンパス】9時～11時、13時30分～17時
   【豊   田キャンパス】9時～11時、12時30分～17時

書類提出先：中京大学 学生支援課 奨学金係
【名古屋キャンパス】0号館1階 学生支援課

     【豊  田キャンパス】1号館1階 学生支援課

奨学金の申請は、インターネットから入力を行います（スカラネット入力）。入力内容を基に審査が
行われるため、入力内容に間違いのないよう、スカラネット入力下書き用紙は正しく記入してください。
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